
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幅員が４メートルに満たない細い道（細街路）を、安全・快適な
道にするため、建物を建て替える時に建築主等と土地所有者の承諾
を得て、区の負担で幅員を４メートルに拡げる工事を行っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問合せ 
墨田区 都市整備課 庶務・細街路担当 
〒130-8640 
墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号（区役所９階） 
電 話 ０３－５６０８－６２９２（直通） 
ＦＡＸ ０３－５６０８－６４０９ 

2026.4.1作成 
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 細街路拡幅整備事業は、細街路に接するＬ形側溝等の移設及び「隅切り用地」の舗装を
行って、幅員を４メートルに拡げていく事業です。 
○この事業は任意事業です。（ただし、不燃化促進助成金を申請する場合は、必須となります。）  
○拡幅整備工事は、原則として区の負担で行います。 
（対象外）・建築工事を伴う際の後退部分の門塀等撤去費や給水設備等移設費 
     ・後退用地等＊に民々の筆界確認の鋲やプレートがある場合の宅地内への移設費 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＊ 後退用地及び隅切り部分のことをいいます。 
 
 

１ 建築基準法第４２条第２項の規定により指定された道路 
２ 建築基準法第４２条第１項第５号の規定による位置の指定を受けた道路で、指定 

幅員が確保されていないもの 
３ 上記１、２のほか、区長が必要と認める道 

 ※下記に該当する方は適用の除外になります。 
  ① 国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体 
  ② 都市計画法に規定する開発行為を行う者 
  ③ 墨田区集合住宅条例の適用＊１を受ける事業の施行者 
  ④ 墨田区開発指導要綱の適用＊２を受ける事業の施行者 
   

＊１ 共同住宅、寄宿舎、長屋を建設する事業で次のいずれかに該当するもの 
・総住戸(住室)数 １５戸(室)以上 
・地上３階建て以上 かつ総住戸(住室)数 １０戸(室)以上 

   ＊２ 適用対象事業 
      １ 大規模建築物建設事業︓延べ面積が 1,000 ㎡以上 
      ２ 宅地開発事業︓事業区画面積 300 ㎡以上 
 
※適用等、詳細については、都市計画部都市計画課にお尋ねください。 
 

細街路拡幅整備事業はこの場所を道路状に整備する事業です。 

事業内容 

整備対象 

隅切り 
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＊１ 特別区道・区有通路・管理道路のことをいいます。 
＊２ 後退用地等については、道路法等により私権が制限されますので、無償使用承諾の面積を確定させ、

権利者の方々に確認していただくため、区が測量を実施します。 
＊３ 区の検査完了後、３か月以内に助成金等の申請書類を提出しない場合、助成金等の交付を受けるこ

とができなくなります。 
 
 
 
 
 
 

後退用地等の立会い 
（土地所有者） 

 

 

足場解体 

外構工事 

引渡し 

助成金等の申請・請求*３ 

建築工事等 

細街路拡幅整備事業の対象となる敷地が 

特別区道等*1に接する場合 私道のみに接する場合 

助成金等の交付 ○区  

拡幅整備工事 ○区  

「申 請 書」 

「施工承諾書」 
の提出 

建築確認申請 

道路調査回答書 

建築工事着工 

道路調査依頼 

建築確認済証 

「申 請 書」 

「施工承諾書」 
の提出 

※施工前に土地所有者及び建築主等が変更になった場合は、新しい土地所有者から申請書、施工承諾書、
公図の写し、登記全部事項証明書（土地）、印鑑登録証明書を新たに提出していただきます。 

※建築工事と関係なく拡幅整備をする際、塀等の除去、排水設備等の移設があるときに助成金が交付さ
れる場合があります。 
詳しくは、庶務・細街路担当にご確認ください。（ｐ.７、８参照） 

 

拡幅整備工事 ○区  

助成金等の交付 ○区  

足場解体時期の連絡 

助成金等の申請・
請求書類は、工事
及び区の検査完了
後、区から送付し
ます。 

事業の流れ 

○区   

 

測*2 

量 

 
施工前立会い 
（現場担当者等） 
高さ等の相談 

現場確認 ○区  

足場解体時期の連絡 

施工前立会い 
（現場担当者等） 
高さ等の相談 

助成金等の申請・請求*３ 

オンラインによる 
事前確認（任意） 

オンラインによる 
事前確認（任意） 
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「申請書」及び「施工承諾書」の提出の前にオンラインにより申請内容及び提出書類の

事前確認を行うことができます。 
 詳細は、以下のＵＲＬもしくは二次元コードを読み込んで、お手続きください。 
 

https://logoform.jp/form/DnDq/1426468 
 
 
 
○提出時期 
・建築確認申請後、区が拡幅整備工事を行うことについて権利者の方々の承諾をとって
いただいた後、速やかにご提出ください。 

・提出されてから区の工事時期を調整するため、提出された時期によっては、工事時期
のご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

○提出上の注意点 
・区が整備工事を行うことについての権利者の方々の承諾がない場合は、工事を行い 
ません。 

・売買等により、土地所有者の変更等を予定している場合はご相談ください。 
・建築確認申請に必要な建築基準法の道路の位置と中心については、建築指導課道路担
当の窓口でご確認ください。 

・拡幅整備工事による土地の掘削工事等について、申請する土地に隣接する土地の所有
者又は関係者からの了承を得てください。 

・拡幅整備工事を行う部分に、必要な杭、鋲等がある場合は、申請者側で移設、復元等
を行ってください。 

○提出書類 
 「申請書」及び「施工承諾書」に次の書類を添付し提出してください。 

①案内図 
②配置図 
③拡幅部分の求積図 
④拡幅部分の現況写真（拡幅部分がわかるように道路の２方向から撮影してください。） 
⑤公図の写し 
⑥整備箇所の登記全部事項証明書（土地） 
⑦印鑑登録証明書（土地所有者のみ） 
⑧代表者事項証明書もしくは履歴事項全部証明書（土地所有者が法人の場合のみ） 
⑨その他区長が必要と認める書類 
※⑤～⑧は、３か月以内に発行された原本をご提出ください。 

インターネットにより取得したものや原本のコピーは不可です。 

「申請書」及び「施工承諾書」の提出 

②、③は、「道路調査回答書」に基づき作成してください。 
ｐ.５の提出図面例をご参照ください。 

オンラインによる事前確認（任意） 

https://logoform.jp/form/DnDq/1426468
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○書類作成の注意点 
 
【申請書】 
・建築確認申請ごとに１部ご提出ください。 

【施工承諾書】 
・印鑑について 

 
 
 
 

・「土地所有者＝建築主等」の場合は、土地所有者欄のみ記入・押印してください。 

・訂正する場合、二重線を引き、その上に実印を押印してください。 (例)  墨田  

・土地所有者が２名以上の場合、土地所有者全員が住所・氏名・電話番号を記入・押印 

 してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土地所有者 実印 

建 築 主 等 印不要 

【記入例】 

実印 

 
 
 
 
 
土地所有者が２名以上の場合は、
裏面に記入・押印してください。 
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建築指導課から発行された「道路調査回答書」に基づき作成してください。 

 
○配置図（例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○拡幅整備部分の求積図（例） 
 

  
 

 

 
 

敷地面積 
 底辺（ｍ） 高さ（ｍ） 倍面積

（㎡） 
① 5.000 0.500 2.50000 
② 2.000 1.400 2.80000 
③ 7.000 0.500 3.50000 
④ 8.000 0.800 6.40000 
⑤ 8.000 0.800 6.40000 
倍面積 計 21.60000 
敷地面積（㎡） 10.8 

※拡幅整備部分の面積を明記してください。 
※特別区道等と私道に接する場合は、拡幅整備部分の面積を特別区道等と私道に分
けて作成してください。 

※座標計算による求積も可です。 

① 道路中心・②現況幅員・③後退幅・④建物の位置及び形状 を明記してください。 

提出図面例 

② 

① 

③ 

④ 

 現
況
L
形
 

 
現
況
L
形
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・足場が外れる時期が決まりましたら、早めに区にご連絡ください。 
 
・区拡幅整備工事までに、拡幅整備部分にある門塀・水道メーター等は除去又は移設 
してください。 

 
・隣地の土間等が拡幅整備部分に越境している場合、事前に撤去してください。 
 
・引込管は、Ｌ形側溝等の基礎よりも深く 
後退位置まで引き込み、敷地内で立ち上 
げてください。 

 
・拡幅工事を行う部分に、必要な杭、鋲等 
 がある場合、申請者側で移設、復元等を 
 行ってください。 
 
・区拡幅整備工事前に外構工事を行う場合、 
後退線より２～３ｃｍ以上のクリアラン 
スを確保してください。 

 
・拡幅整備部分にエアコンの室外機等を設 
置しないでください。 

 
 
 

 

「細街路拡幅整備事業に係る特別区道等用地無償使用承諾書」とは、細街路拡幅整備事
業の対象となる敷地が特別区道等に接する場合に、後退用地等を特別区道等の区域に編入
（区が管理）することについて土地所有者の承諾をいただくための書類です。 

○提出時期 
・「細街路拡幅整備事業に係る特別区道等用地無償使用承諾書」は、区の測量完了後、後
退用地等の立会いを行う際にお渡しします。 
・立会い後に記入・押印し、提出してください。 
・立会いを委任した場合は、後日記入・押印し、提出してください。 

○書類作成及び提出上の注意点 
 ・土地所有者が自筆で記入し、実印を押印ください。（「印鑑登録証明書」と同じ表記にしてください。） 
 ・登記事項証明書の住所と現住所が違う場合や氏名が変更になっている場合は、戸籍謄

本や住民票等が必要な場合があります。 
 
 

工事等に関する注意点 

「細街路拡幅整備事業に係る特別区等用地無償使用承諾書」の提出 

 

＊１０cm以上

② 配管の立ち上がりは、敷地内で

後 退 用 地

道路境界線

２ｍ

道路中心線

既存Ｌ形溝
②給排水管又は
ガス管の深さは
６０ｃｍ以上

整備後のＬ形溝

砕 石

コンクリート

道路敷地内  

 

 

給排水管や
ガス管の 
深さは 
60cm以上 

2～3cm 
以上 

配管の立上りは、敷地内で 
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○拡幅整備工事完了後、助成金及び奨励金を交付します。 

※区の検査完了後、該当の助成金等の申請書類を区から建築主等又は土地所有者に送付します。 
なお、区の検査完了後、３か月以内に助成金等の申請書類を提出しない場合、助成金等の交付を受ける
ことができなくなります。 

※後退用地等無償使用承諾奨励金の対象となる面積は、区で実施する測量による特別区道等の区域に新た
に編入される面積になります。 

○建築工事と関係なく拡幅整備をされる方には、次の助成もあります。 
 申請等については、ｐ.8 をご覧ください。 

助成対象の工事の種別 工事内容 助成額 備  考 

門塀・生垣等撤去 地中基礎までの撤去 10,000 円／ｍ 発生処分費を含む。 

排 水 設 備 移 設 
後退用地等にあった桝又は
配管の敷地内への移設 

桝 16,000 円／箇所 
配管 11,000 円／ｍ 

拡幅整備工事に伴う
必要最低限の移設が
対象 

水 道 設 備 移 設 
後退用地等にあったメータ
ー等の敷地内への移設 

水道局指定工事店の 
工事費用の全額 

ガ ス 設 備 移 設 
東京ガス指定工事店の 
工事費用の全額 

樹 木 移 植 
後退用地等にあった樹木の
敷地内への移植 15,000 円／本 

幹回り 15cm 以上
で、移植後も枯れる
おそれがないもの
（枯れた場合の補償
はしません。） 

※助成対象物の工事前と工事後の写真と、建築主等あての見積書・請求書・領収書の写しが必要です。 
※工事費用の実費額が上記助成額に満たない場合は、その実費額を助成します。 
※消費税及び消費税相当額は助成対象にはなりません。 
※助成額に 100 円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てます。 
 

種 別 内  容 単価等 交付対象者 

助 成 金 

本事業の申請に係る図面作
成、登記簿・公図の写しの提
出、現場立会、書類郵送等の費
用の一部 

30,000 円／件 

 
建築主等 

後 退 用 地 等
無償使用承諾奨励金 

特別区道等に新たに編入され
る後退用地等の無償使用承諾
をした場合 

30,000 円／㎡ 土地所有者 

隅切り整備奨励金 
隅切り用地を新たに道路形状 
に整備した場合 100,000 円／箇所 

土地所有者（特別区道等） 

建築主（私道） 

助成金及び奨励金 
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建築工事と関係なく拡幅整備をするときで塀等の撤去、排水設備等の移設がある場合は、
事前にご相談ください。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

助成対象の工事の申請等 

○申請方法 
 「申請書」及び「施工承諾書」を提出する際に「助成対象除去等工事実施申請書」に次の
書類を添付して申請してください。 
① 助成対象工事の見積書 
② 助成対象工事箇所等の現状写真 
③ その他区長が必要と認める書類 

※助成対象工事は区の承認後に着手してください。 

○完了届の提出 
助成金等の申請書・請求書を提出する際に「助成対象除去等工事完了届」に次の書類を添
付し提出してください。 
① 助成対象工事の領収書及びその写し 
② 助成対象工事後の写真 
③ その他区長が必要と認める書類 

 ※助成対象工事の助成金は、拡幅整備工事に係る助成金等と併せて交付します。 

【記入例】 
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 特 別 区 道 等 私 道 

拡幅整備 墨田区 

維持管理 墨田区 土地所有者 

後退用地等の 
土地所有者 

土地所有者が変わることはありません。 
また、分筆の必要もありません。 

後退用地等の寄付 

拡幅整備後に土木管理課に申
請が必要です。 
詳細については、担当にお問
合せください。 
【担当】 
墨田区役所 10階 
土木管理課用地調査担当 
電話03-5608-6284（直通） 

寄付の受付はしていません。 

拡幅整備済の表示 

拡幅整備後に、後退表示板を設置しています。 

固定資産税・都市計
画税の非課税申告 

固定資産税・都市計画税の非課税申告手続等は、区で行って 
いません。土地所有者が都税事務所に申告してください。 
詳細については、都税事務所にお問合せください。 
■東京都墨田都税事務所 固定資産税課 土地班 
墨田区業平 1-7-4  電話 03-3625-5069 

細街路拡幅整備の取扱い 


